
事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働 省 労働 基 準 局

労災補償 部 労災管理 課 ･

主任中央労災補償監察官

北海 道 労働 局長 殿

中央労 災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年9月10日か ら12日に実施 し､監察終了後 口頭により講評 を行った

ところであるが､是正改善を要す る事項について改めて別紙により通知す

るので､是正滞 示事項に対す る措置状況を監督署分 も含めて別添様式に よ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分について は貴職か ら当該署長に手交′されたい｡



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 是 ■.正 喚 書 状.挽 鹿 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ｡署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正 改善状況については､ 【措置済l】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びそり実施時期 (未実施である場合にはその予定時瓢)を

具体的に記載すること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名筆を記載 し､併せて提出するこ.と｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 .年 始 示 事 項 是 正 改 =替 状 況 備 考 甘

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善′の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期う を

具体的に記載す ること｡また､単純な.事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること0

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること｡
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別 添 様 式

中央労､災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 二正 指 示-事 ■項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】.と.-【措置 予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること.また､′.単純な事務処理誤 りであるもーのについては､是正確認の状況を記載す ること.

3 備考欄には､記載内容の説明資料′となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること｡
I
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中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

別 添 様 式

是.正 指 示~事 項 是 .jf 改 1善 状 況 -備 考 u

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載す ること0
2 是正改善状況について亮 ､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施であ.る場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること.また､単純な事琴処理散 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること.
3 .備考欄には､記載内､容の説明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて･提出す ること.

-4/4⊥



北 海 道 労 働 局

平成20年9月12日実施

中央労災補償業務監察結果

別 紙

【是正指示事項】

1 労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

(1) 署-の指示 ｡指導

局実施計画 (貴局における｢労災補償給付業務実施要領｣)については､

平鹿 20年度版において長期未決対策が整備 されたと､ころであるが､以下の-I

･よ うな事項について実施できていない状況がみられた.

このため､局実施計画の確実な実施について､関係職員に対する指導を徹

底すること｡

ア 署長の指示 ･指導

署長は､具体的な指示を行わなければならないにもかかわらず､調査実

施の指示に当た り､処理期限を示ぎないなど指示に具体性を欠 くもの｡

イ 繭査計画書の報告

(ア) 脳心､精神障害等事案は､｢調査計画書 (処理経過票)｣に請求書写を添

一付 し 受ヾ 理月から1週間以内を目途 にも労災補償課長あて報告 しなけれ

ばならないにもかかわらず､受理 日から1か月を超ネて報告 しているもI

の｡

(イ) 補正 し尭脳心､-J精神障害等事案の調査計画書は､補正後 1週間を目塗-●■～
に局あて写を報告 しなければならないにもかかわ らず､写を報告 してい

ないもの｡

(2) 年金業務関係

年金給付に係 る入力処理においては､ocRが正 しく決議書の内容を読み

取っているか確認作業を行わなければならないにもかかわらず､これを行っ∫

ていないことを原因とする基本権取消事案がみ られた｡

このため､年金給付に係る事務処理について基本的な事務処理の徹底を指＼

導すること｡

2 地方労災補償監察官制度の運用状況

(1).監察計画の策定状況

監察計画は､総務部長や労働基準部長も参画 した組織的検討の下に策定す
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べきにもかかわらず､両部長が参画していない状況がみられた｡

このため､両部長も参画して検討する体制を整備すること｡

(2) 監察実施後の措置 .

局長あての是正改善措置状況報告書について､局長まで報告すべきにもか

かわらず､労働基準部長の決裁にとどまっている状況がみられた｡ヽ

このため_､是孟改善措置状況報告書について､席長及び関係部課長が措置

状況を確認する体制を整備する土と｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

岩見沢労働基準監督署

平成20年9月110日実施

.I

l 現金領収証書

供用後の現金領収証書等は､主任収入官吏又は分任収入官吏が発令されてい

る者のうち､役職が上位の者を保管責任者 として指定しなければならないにも

かかわらず∴保管責任者に該当する労災課長がその指定を受けていない状況がI

み られたので､̀手引に基づ く適正な処理を行 うこと｡

r-

2 納付受託証券整理簿

･再委託 した受託証券が完結 した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄-

丁完緯｣の表示をす･るとともに主任収入官吏の確認印を押印しなければならな

いにもかかわらず､主任収入官吏の確認印を押印していない状況がみられたの

で､手引に基づく適正な処理を行 うこと｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

札幌東労働基準監督署

弔或20年9月11日実施

局実施計画に基づく.業務処理 ･ '

署において.は､北海道局.が策定した｢労災補償給付業務実施要領｣に基づき､

補正した脳心､精神障害事案の調査計画書は､補正後 1週間を目途に局あて写

を報告しなければならないにもかかわらず､写を報告していない事案がみられ

た｡ ′ 1

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分ヽ

理解するとと･もに虐められた事務処理を確実に実施すること｡
r

ill
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働 省 労働 基 準局

労災補償 部 労災管理課

主任中央労災補償監察官

埼 玉 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年10月28日か ら31日に実̀施 し､監察終了後 口頭により講評を行った

ところであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知す

るので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分も含めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職から1当該署長に手交されたい｡



式様添iiiiiii7
劉

補償業務監察 是正改善状況報告
ヽ

○○労働局

是 正 指 .ネ 事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載す,ること｡

2- 是畢改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びそ0?実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告 ●̀'
○○労働局

是 正 掩 示 事 項 是 正 .改 善 状 況 備 考 u

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置別 と 【措置予定】に分け､改善の内容及.びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期●)を
具体的に記載するこ･と｡また-､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること.

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告 ~ノーU
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 是 正 改 善 状 況 ー 備 考

注 1 ･局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別業にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】とー【措置予定】に分け∴改善の内容及びその実施時期 (奉実施である場合にはその予定時期)､を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること_｡ .
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中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

別 添 様 式

是 正.指 ■示 事 項 是 正 改.善 状 況 t 備 考

ノ Ii 【措置済】【措置予定】 if阜tl

注 1 局労災 ･局徴収 ｡署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時顛 (未実施である場合にはそめ予定時期)を

具体的に記載す ること.また､単純な事琴処理散 りであるーものについては､是正確認の状況を記載す ること｡
3 .備考欄には､記載札容の説明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せで提出すること.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

埼 ･玉･ 労 働 局

弔戎20年10月31日実施 `

1 局実施計画の周知

局実施計画 (貴局における｢労災補償業務実施要領｣)にう)●､ては､平成 20

年度版において長期未決対琴が整備 されたところであるが､未だに十分な周知

が図られ七いない状況がみ られた｡

このため､速やかに署長会議を開催 し､署長及び関係職員に対 して周知徹底

すること｡

2 労災保険給付等D.迅速 ･適正処理状況

(1) 署-の指示 ･指導ヽ

上記 1で 指賭 したとお り､局実施計画が周知徹底 されていないこと等を要

因として迅速 ｡適正処理に関して以下のよケな状況がみ られたので､局実施

計画の周知 と併せて､局に.よる指導を徹底すること｡

ア 事案検討会による検討

複雑困難事案については月に 1回以上定期的に事案検討会において検討

しなければならないにもかかわらず､受付後 3か月間は検討 しないことと

していたもの｡

イ 署長の指示 ･指導

(ア) 19年度に受付 した事案ではあるが､請求書受付後､ 6か月間にわた

り署長の指示が行われなかったため､何 も調査が実施 されていない もの｡.

(イ) 処塵状況に応 じた調査等の実施方法､内容､時期等を明らかにした指

示を行わなければならないにもかかわらず､期 日を示 した具体的かつ実

効性のある指示 ･指導を行っていないもの｡

ウ 調査計画書の記載

調査事項の追加 ｡ 削除が生 じた場合や調査時期等の変更が生 じた場合

は､その内容が調査計画書に記載 しなければならないにもかかわらず､記

載 していないもの｡

エ 処理経過簿の記載

(ア)管理者は､複雑困難事奏について処理内容を速やかに処理経過簿に記
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載させ､記載状況の点検､指示を的確に行わなければならないにもかか

わらず､受付から3か月間の廟査事跡を記載していないもの｡ /

(イ) I事案検討会等における署長の指示 ｡指導事項及び局からの指示 ･緒導

事項について､その内容を処理経過簿に記載しなければならないにもか

'かわらず､記載していないもの.

(2)-基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7万 20日付け基労補発第0720001%,r都道府県労働局樗おける

労災補償業務の適正な実施等につい.て｣に与り指示され七いる諸事項を履行

していない状祝がみられた｡

このため､労災補償課長は､業務ごとに担当者及び決裁の順序を明記した

文書を作成し､これに基づき日常における事務処理が適正に実施されている

声､確認すること.

また∴当該文書を労働基準部長に提出するとともに､職員に当該文書を配

布することにより､業務ごと･の担当者∴けん制体制及び決裁の順序等を周知

｡徹底すること占･

さらに労働基準部長は､半期ごとに労災補償課長､労災管理調整官､各業

務の統括者に対しての､ヒアリングを実施 し､本来行われるべき事務処理につ

IU.､て事案の処理状涙をも含めて適正に行われているか､また､必要な決裁が

行われているかなど､事務処海の実態を把握し､必要に応じて改善措置を具

体的に指導すること｡

(3) 労災診療費の適正処理状況 ヽ

局実施計画において､.誤請求の多い医療機関に関しては､その対象を明確

笹定めた上で､､個別指導を計画的に行わなければならないにもかかわらず､

個別の実地指導を行ってい.ない状況がみられた｡

このため､個別の実地指導については､その対象を明確に定めた上で､計

画的に取り組むこと｡

(4) OCR入力

請求書を受理した場合には､,受付当日又は翌日にOC∵R入力処理をしなけ

ればならないにもかかわらず､遅延している状況がみられた｡

このため､請求書のOCR入力が遅延することのないよう事務処理体制の

整備について署を指導すること｡

(5) 特定データ用力- ドめ管理

OCRの特定データ用カー ドについては､貴局において紛失があったため､

平成 19年 7月 24日付け埼労総発第129号 ｡埼労基発第25号 ｢労災行政情
ノ

報管理システムにおける端末装置の運用管理に係る特定データ用カー ド等の
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紛失について｣により本省報告しているが､報告に当たり､端末操作カー ドI

の適正管理の徹底について､労働基準部長名で署長っ指示しLているにもかか

わらず､鹿末操作時以外においても常時o c .Rに差したままとなっていろ状

況がみられた｡ .･

このため､通達に基づいた適正な管理の下でカー ドを使用するよう署-のI

指藩を徹底すること｡

3 監察実施後の措置

(1) 法令､通達､手引等に明らかに反する事務処理については､署に対して文

書により是正改善を指示すべきにもかかわらず､特段の理由ノもなく､口頭指

導にとどまっている状況がみられた｡

このため､監察の結果､是正改善を要する事項については†文書により是

正改善指示を行い､∴期限を定めて是正改善状況を文書で報告させ､その状況

を確認すること｡

(2) 署に対する指摘 !指導事項は､総務部長も参画の下に検討すべきにもかか

わ らず､総務部長が参画していない状況がみられた｡

このため､総務部長も参画して組織的に検討する体制を整備すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

埼 玉 労 働 局

羽戎20年10月30日実施

1 労働保険g)未手.続一掃対策の実施状況

局が戸別訪問指導による手続指導を行っても加入しない事業に対しては､職

権成立の対象事業として絞 り込みを行 うべきところ､絞 り込みが不十分な状況

,がみられた.

このため､積極的に職権成立の対象事業の絞 り込みを行った上で､事前調査＼

後の手続指導によっても自主的な麟立手続を行わない事業については､収集 し

た情報に基づき職権成立手続を行 うこと｡

2 滞納処分の実施状況

保険料を滞納する事業場で一部納付や債務承認に応 じない事業場に対して計

画的に財産調査を行らた上で差押え手続を行わなければならないにもかかわら

ず､預金や売掛金などの財産調査を計画的に行っていない状況がみられた｡

このため､計画的に財産調査を実施 し∴差押え等の措置を講ずること｡

3 徴収業務に係る事務処理状況

(1) 局における問題

ア 現金領収証書

平成 20年 3月 25日付け基徴発第0325001号 ｢現金領収証書 (領収済

'報告書)の様式変更及び切替等笹ついて｣ において､収入官吏が保有 して

いる未使用の魂金領収証書は､/返納のための決裁後､物品管理官-返納す

る圭う指示されているにもかかわらず､局所属の収入官吏からの物品管理

官-め返納が行われていなかった｡

このため､直ちに､未使用の現金領収証書は返納さ亘､物品供用簿との

突合の上､不正使用できないように廃棄処分すること｡

さらに､平成 20年 3月 26日付け事務連絡 ｢現金領収証書 (帳票痩別

30825及び帳票種別30845)の廃棄等について｣ により､既に本省労働保険

'徴収課-報告した廃棄数量について､直ちに是正報告すること｡_
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Jf.現金出納簿

分任収入官吏代理が払込みを行 う場合において､現金出納簿の決裁欄の

取扱者の印は代理者の印でなければならないにもかかわらず､本人の印と

なってお り､また､滴琴欄に代理終止の記載のないもあがみられたので､

手引筆に基づく適正な処理を行 うこと｡

(2) 署における問題

署における事務処理において､以下のよ.うな状況かみられたので､局によ

る指導を徹底すること..

ア 現金領収証書

(ア).･物品管理官から現金領収証書等の交付を受けた時は､表紙の余白に､

交付年月日､課室署名及び官職氏名を記入 しなければならないにもかか

わらず､記入が漏れていたもの｡

(イ) 供用後の現金領収証書等は､主任収入官吏又は分任収入官吏が発令さ

れている者のうち､役職の上位の者が保管管理者として指定されなけれ

ばならないにもかかわらず､収入官吏が発令されていない労災課長を指

定していたもめ｡

(ウ) 書損 した現金領収証書については､書損の表示とともに右側余白に書

損年月 日､書損理由及び書損後の経過を帝人しなければならないにもか

かわらず､書損年月日を記入していないもの｡

●イ ･現金出納簿

複数の領収をまとめて記載する場合には､現金出納簿の摘要欄に外○○

件と記載 しなければならないにもかかわらず､その記載が漏れていたもの｡

ウ 納付受託証券整理簿

再委託 した受東証券が完結した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄

- ｢完結｣.の表示をするととも甚主任収入官吏の嘩認印を押印しなければ

､ならないにもかかわらず､主任収入官吏の確認印を押印していないもの｡

4 労働保険事務組合に対する監督 ･指導の状況

労働保険事務組合に対する監督 ｡指導の結果､不適正な状況がみられた場

合には､̀文書による̀是正改善指示について組織蜘 こ検討すべきにもかかわら

ず､検討をしていない状況がみられた｡

このため､改善が必要な事項がみられた場合は､指示の手法及び内容を十分

に検討すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

さいたま労働基準監督署

羽或2.0年1･0月29月実施

1 局実施計画に基づく業務処理

署においては､埼玉局が策定した｢労災補償業務実施要撃｣に基づき各種業務

を実施しなければならないにもかかわらず､これに違背する以下のような事案
＼

がみられた. ･

このため､署長は､局が琴定した事務処理要領等について､その内零を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

(1) 署長の指示､｡一指導

署長拝､処理状況に応じた調査等の実施方法､内容､時期等を明らかにし

た指示を行わなければならないにもかかわらず､期 日を示した具体的かづ実

効性のある指示 ｡指導を行っていないもの｡

(2) 事案検討会による検討

複雑困難事案については月に1回以上嫁定期的に事案検討会において検討

しなければならないにもかかわらず､.;受付後 3か月間峠検討しないこととし

ていたもの｡

(3) 調査計画書の記載

調査事項の追加 ･削除が生じた場合や調査時期等の変更が生じた場合は､

その内容を調査計画書に記載しなければならなしリこもかかわらず､記載して

いないもの｡

(4) 処理経過簿の記載

事案検討会等における署長の指示 ｡指導事項及び局からの指示 弓旨導事項1I

について､その内容を処理経過簿に記載しなければならないにもかかわらず､

記載していないもの｡ ＼

2 0CR入力

請求書を受理した場合には､受付当日又は翌日にOCR入力処理をしな′けれ

ばならないにもかかわらず､遅延している事案がみられた｡

このため､.請求書のOCR入力が受付当日又は翌日までに完了するよう事務

処理体制を整備すること｡
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別 紙~

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

さいたま労働基準監督署

羽或20年10月29日実施

㌔
現金領収証書

1 物品管盛官から現金領収証事等の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付年

月 日､課室署名及び官職氏名を記入 しなければならないにもかかわらず､記入

漏れがみられたので､手引に基づく適正な処理を行 うこと｡

2 書損 した現金領収証書については､,書損の表示 とともに右側余白に書損年月

日､書損理由及び書損後の経過を記入 しなければならないに′もかかわらず､奮

損年月 日を記入 し七いない事案がみ.られたので､手引に基づく適正な処理を行

うこと｡
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別 紙

【是正指示事項】-

中央労災補償業務監察結果

川越労働基準監督署

勇武20年10月28日実施

1 局実施計画に基づく業務処琴t～

署においては､′埼玉局が策定した｢労災補償業務実施要領｣に基づき各種業務

を実施 しなければならないにもかかわらず､これに違背する以下のような事案

がみられた｡

このためヾ署長は､局が策定した事務処理要領等にういて､その内容を十分

.理解するとともに定められた事務処鐘を確実に実施するごと｡

(1) 調査計画書の記載 一

.調査事項の追加 ｡ 削除が生じた場合や調査時期等の変更が生じた場合は､

その内容を調査計画書に記載 しなければならないにもかかわらず､記載 して

いないもの｡

(2) 処理経過簿の記載

管理者は､複雑困難事案について処理内容を速やかに処理経過簿に記載さ

せ､記載状況の点検､指示を的確に行わなければならないにもかかわらず､.

受付から3か月間の調査事跡を記載 していないもの｡

2 特定データ用カー ドの管理

OCRの特定デ十夕用カ｣ ドについては､運用管理責任者(署長)の管理及び

保管の下､必要な業務処理の都度使用 目的を確認 して使用させなければならな

いにもかかわらず､端末操作時以外においても常時ocRに差したままとなっ

ている状況がみられた｡

このため､署長は､通達に基づいた適正な管理の下でカー ドを使用させるこ

と｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

川越労働基準監督署

勇武20年10月28日実施

1 現金領収証書

(1) 物品管理官から現金領収証書等の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付

年月 日､課室署名及び官職氏名を記入しなければならないにもかかわらず､

記入漏れがみちれたので､手引に基づく適正な処理を行 うこと｡

(2)′:供用後の現金領収証書等は､主任収入官吏又は分任収入官吏が発令されて

いる者のうち､役職の上位の者が保管管理者 として指定されなければならな

い正もかかわらず､収入官吏が発令されていない労災課長を指定していた,の

で､手引に基づく適正な処理を行 うこと｡

2 琴金出納簿

複数の領収をまとめて記載する場合には､現金出納簿の摘要欄に外○○件と

記載しなければならないにもかかわらず､その記載が漏れていた事案がみられ

たので､手引に基づく適正な処理を行 うこと｡1 ∫

3 納付受託証書整理簿 ■

再委託 した受託証券が完結 した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄合

｢完結｣の表示をするとともに主任収入官吏の確認印を押印しなければならな

いにもかかわらず､主任収入官吏の確認印 を押印してY､̀ない状況がみられたの

で､手引Lに基づく適正な処理を行 うこと｡
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働 省 労働 基準局

労 災補償 部 労災管理課

主任 中央労災補償監察官

千 葉 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年10月22日か ら24日に実施 し､畢 察終了後 口頭によ り講評を行った

ところであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知す

るので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分 も含めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職か ら当該署長に手交されたい｡

l



式様添Liiiiiiii7
矧

補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 是 ′正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】宰 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､･単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況 を記載するこ.i.

3 備考欄には､記載内容の説明資料 とな■る文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善 況報告 -●'
○○労働局

是 正 緒 示 事 項 是 正 改 善 状 況 備 . 考

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期')を

具体的に記載すること｡また､単純な.事務処理誤 りであるもの.については､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署 一

是 正 指 p車 重 項 ~是 正 改 善 '状 況 . 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と._【措置予定】に分け､改善の内容及び亘の実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること｡ま･た､単純な事務処理誤 りであるものに_ついては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･.資料名等を記_載 し､併せて提出す ること0 ～

-3/4-



別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 是 正 一q改 .善 状 .況 備 考 .

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即実にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時顛 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また､単純な事琴処理誤-りであるものについては､是正確琴の状況を記載する土 と｡
3 .備考欄には､記載札容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて.提出す-ること｢.
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別 ･紙

中央労災補償業務監察結果

千 ~̀実 労 働∴ 局

勇武20年10月24日実施

【是正緒示事項】

11 局実施計画の策定状況

局実施計画 (貴局における ｢労災補償業務実施要領｣)においては､その中
I.

に局による指示 ･｡支援体制が明記されていなければならないにもかかわらず､

この事項の記述不足の状況がみられた｡

こ のため､鳥実施計画につV､て､直ちk､組織的に検討の上､上記事項を明

記するとともに､その内容を関係職員に周知徹底すること｡

2 署業務計画の策定状況

署業務計画(貴局管内各監督署における｢労働保険 ･労災補償業務実施計画｣)

については､局による策定指示はあるもの､その後の指導 ･調整が行われてい

ない状況が争 られた｡ '

このため､署業務計画について､局による指導 ･調整の下に策定されるよう

検討体制を整備すること｡

3 労災保険給付等の迅速 ･周 年処理状況

上記 1で指摘 したとおり､局実施計画が整備 されていないこと等を要因とし

て迅速 ･適正処理に関Lで以下のような状況がみられたので､局実施計画の見
●

直 しと併せて局による指導を徹底すること｡

(1) 局の事案検討

ア 調査計画の検討 '

署から提出のあった調査計画の内容を検討するため､労災補償課長及び

監察官等による検討体制を確立しなければならないにもかかわらず､労災

.補償課長が加わった検討体制 となっていないもの｡

イ 長期未決事案の発生防止

長期未決事案の発生を防止するため､調査計画に基づく処理経過を定期

的に把握 し､事務処理の遅延等の問題点を把握 した場合には､その要因を
i

分析 し､事案に応 じた必要な指導 ･支援を実施 しなければならないにもか

かわらず､.問題点の分析を踏まえた指導 ｡支援を行っていないもの｡
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ウ ､長期未決事案の早期解消

局管理事案及び署長管垣事案の早期解消を目的とした局検討会 (貴局にI

おける ｢長期未決事案処理検討会｣)を開催 しなければならないにもかかI

わらず､開催 していないもの｡

(2) 署への鹿示 弓旨導

ア 処理経過簿の記載については､事案検討会での決定事項及び署管理者

の指示 ｡指導事項を記載 しなければならないにもかかわらず､記載 して

い-ないもの｡

イ 処理経過簿の記載については､調査担当者が調査を行った場合には事

･跡を記載 しなければならないにもかかわらず､圃査事跡の記載が漏れて

いたもの｡
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別 紙

監是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

千襲 労働基準監督署

弔或2_0年10月23日実施

局実施計画に基づく業務処理

-署においては､千葉局が策定した ｢労災補償業務実施要領｣に基づき事務処理

を奏施 しなければならないにもかかわらず､これに違背する以下のよ うな事案が

みられた｡

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分理

解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

1 事案検討会での決定事項を処理経過簿に記載 しなければならないにもかかわ

らず､記載 していないもの｡

2 調査担当者が繭査を行った歩合には､処理経過簿に事跡を記載 しなければな

らないにもかかわらず､.調査事跡の記載が漏れていたもの｡
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て)

別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

千葉 労働 基準監督署

軍或20年10月23日実施

1 主任収入官吏の事務取扱

主任収入官吏在庁時は､原則として､主任収入官吏及び補助者が､当該主任

収入官吏の現金領収証垂を使用して領収しなければならないにもかかわらず､､Iヽ-･■
すべて分任収入官吏で領収 している状況がみられたので､手引に基づくー適正な

処理を行 うこと｡

2 スタンプ領収の取扱

管理責任者は､,領収スタンプを全く使用しなくなった場合､当該スタンプを

物品管理官-返納しなければならないにもかかわらず､返納していないので､

手引に基づく適正な事務処理を行 うこと｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

柏 労働 基 準 監 督 署

弔戎20年1.0月22日実施

局実施計画に基づく業務処理

署においては､千葉局が策定した ｢労災補償業務実施要領｣に基づき事務処理

を実施しなければならないにもかかわらず､これに違背する以下のような事案が

みられ考｡

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分理､

解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

1 事案検討会での決定事項を処理経過簿に記載しなければならないにもかかわ

らず､.記載しそいないもの｡

2 署管理者の指示 ･備導事項を処理経過簿に記載しなければならないにもかか

わらず､記載していないもの｡
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別 紙

【是正指示事項ヨ

中央労働保険適用徴収業務監察結果

柏 労働 基 準 監 督 署

軍或20年10月22日麹

1 主任収入官吏の事務取扱補助者の命免

主任収入官吏の事務取扱補助者は原則複数名任命 しなければならないにもか

かわらず､1名のみ任命 している状況がみられたので､複数名任命すること｡

2 主任収入官吏の事務取扱 ′

主任収入官吏在庁時は､原則として､主任収入官吏及び補助者が､当該主任

収入官吏の現金領収証書を使用して領収しなければならない笹もかかわらず､

すべて分任収入官吏で領収 している状況がみられたので､手引に基づく適正な

処理を行 うこと｡
′

3 歳入歳出外現金領収証書

歳入歳出外現金嶺収証書の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付年月 日､//
課室署名及び官職氏名を記入しなければならないにもかかわらず､記入漏れが

みられたので､手引きに基づく適正な処理を行 うこと｡

4 スダyプ領収の取扱

管理責任者は､領収スタンプを全く使用 し串くなった場合∴当綾スタンプを

物品管理官-返納しなければならないにもかかわらず､返納してい率いので､

手引に基づく適 正な事務処理を行 うこと.
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事 務 連 絡

平成20年1･2月4日

厚 生労 働 省 労働 基 準局

労災補償 部 労災管理課

主任 中央労災補償監察官

東 京 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年11月6日か ら7日に実施 し､監察終了後 口頭により講評 を行った と

ころであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知する

の.で､是正指示事項に対する措置状況を監督署分 も含めて別添様式により

平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､､労働基準監督署如 こついては貴職か ら･当該署長に手交 されたい.



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 . 是 正 改 善 状-況 備 考.

.ヽ～ 【措置済】【措置予定】 /

注 1 局労災 ｡局徴収 ･署労災 ｡署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載すること｡また､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出するこ.と｡
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別 添 様 式

●中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 示 事 項 是 正 改 善 状.況 備 考

＼ 【措置済】【措置予定】 ∫

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別業にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容葵びその実施時期 (未実施である場合にはその予 定時期')を･
具体的に記載すること｡･また､単純な事務処理誤 りであるものについては､･是正確認め状況 を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡

-2/4-
＼



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項. 是 正 革 .華 状 況 備 考

.I∫ / 【措置済】 I･【措置予恵】 叫ヽ ー ヽ

+,
注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別筆にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と_【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す る■こと｡
3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出する:こと. I
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是.正 指 示 `事 項 是 正 改 善 状 況 . 備 考

IIi I 【措置済】.【措置予定】 11,1

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記革すること｡
2 是正改善状況については､ 【,措置済】と 【措置予定】,に分け､改善の内容及びその実施時顛 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また､単純な事琴処理誤~りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 ･備考欄には､記載内層 の説明資料 となる文書 ･資料肇等を記載 し､-併せて億 出すること.
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中央労災補償業務監察結果

東 京 労 働 局

弔或20年11月7日実施

別 紙

【是正指示事項】

労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

.1 処理経過簿の記載

事案処理に関して､事案検討会での決定事項及び局からの指示 ｡指導事項は､

保険給付の決定に重要な事項であるから､そめ内容を処理経過簿に記載するこ

ととなっているにもかかわらず､記載していない状況がみられた｡

このため､.事案検討会での決定事項及び局からの指示 ･指導事項を処理経過

簿に記載するよう署を指導すること｡

2 年金業務関係

年金給付に係る事務処理において､支給決定時及び決議書入力時には関係資

料との照合･･･確認並びにOCRが正し.く読み取っているか確認作業を行わなけ

ればならないにもかかわらず､これを行っていないことを原因とする基本権取
㌔

消事案がみられた.0

このため､年金給付に係る事務処理について基本的な事務処理の徹底を指導

すること｡

3 基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7月 20日付け基労補発第0720001号｢都道府県労働局における労

災補償業務の適正な実施等について｣により指示されている諸事項を履行して

いない状況がみられた｡

このため､･労災補償課長は､業務ごとに担当者及び決裁の順序を明記した文

書を作成し､これに基づき日常におけ争事務処理が適正に実施されているか確

認すること｡

また､当該文事を労働基準部長に提出するとともに､職員に当該文書を配布

するこ′とにより､業務ごとの担当者､けん制体制及び決裁の順序等を周知 ｡徹

底すること｡

さらに労働基準部長は､半期ごとに労災補償課長､労災管理調整官､各業務

の統括者に対しそのヒアリングを実施し､本来行われるべき事務処理について･
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事案の処理状況をも含めて適正に行われているか､また､必要な決裁が行われ

ているかなど､事務処理の実態を把握し､必要に応じて改善措置を具体的に指

導すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

新宿労働基準監督署

平成20年11月6日実施

処理経過簿の記載

東京局が策定した ｢労災保険業務実施細 目｣において､署管理者は､処理藤

過簿に事案検討令での決定事項を記載することとなっているにもかかわらず､

これを記載 していない事奏がみられた.0

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分

理解するとともに､定め.られた事務処理を確実に実施すること.0
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中央労働保険適用徴収業務監察結果

八王子労働基準監督署

平城20年11月6､日実施

別 紙

【是正指示事項】

払込遅延

収入官吏は､現金又は証券を受領したときは､領収ゐ日又埠その翌日に日本

銀行に払い込みしなければならないにもかかわらず､払込遅延が発生したこと

から､局からの指示により再発防止策が講じられているが､実効性が十分でな

いため､再発防止策を見直しすること｡
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働省 労働 基準 局

労災禰償廓 労災管理課

主任中央労災繭償監察官

神奈川労働 局長 '殿

中央労災補償業務監察及びや央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年11月4日か ら5日に実施 しJノ監察東 了後 口頭により議評を行った と

ころであるが､是正改善を要する事項について別紙により改 めて通知する

ので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分 も含 めて別添様式により

平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職か ら当該署長に手交 されたい｡



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 是 正 改 善 状 _況 備 考

【措置済】【措置予定】 J /

注 1 局労災 ｡局徴収 ･署労災 ｡署徴収の順に別某 にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載することoまた､単純な事轟処理誤 りであるものについては､.是正確認の状況を記載すること.
3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

◆中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 .正 緒 示 p事 項 是 .正 改 善 状 況 '備 考

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ '【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内森及びその実施時期 (未実施である場合申 まその予定時顛)を
具体的に記載すること｡また､単純な.事務処理誤 りであるも･のについては､是正確認 の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明一資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 ◆是 正 改 善 状 況 備 一 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と1措置 予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す るこ と｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容q)説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること.
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 .,事 項 是 正 改 .善 状 況 備 考

注 12 霊宝芸表芸霊芝二警 護､●胃笠豊富∫賢8三号措 妄言評 言芸詐 oak善の内容及びその実施時顛 (未実施である場合にはそ毎 定時期).を

具体的に記載すること｡また､単純な事琴処理誤一りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡
3 ,備考欄には､記載内､容の説明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて.提出すること.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

神 奈 川 労 働 局

平城20年11月5日実施

t労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

1 署への指示 ｡指導

. 局実施計軒 (貴局における ｢労災関係業務実施要領｣)を大幅に改訂し､迅

速な労災保険給付めための事務処理体制の整備に局署挙げて尽力し､成果を得

つつあるが､現段階では､以下のような事項にづいて､一部実施できていない

状況がみられた｡

このため､局実施計画の確実な実施について関係職員に対する指導を徹底す

ること｡

(1) 調査計画書の記載

調査計画書め調査予定時期､依頼年月＼日､完了年月日について､記載する

こととなっているにもかかわらず､こ.れらを記載していないもの｡

(2) 処理経過簿の決裁 ＼
6か月未満e?事案に係る進行管理として､署長は毎月 1回以上調査事案処

理経過華を含む調査資料により､調査の進ちょく状況について確認し､決裁

しなければならないにもかかわらず､月 1回の点検 ･決裁ができていないも

の｡

2 局事務連絡の徹底

局の指示 (平成 1.5年 1'2月22日付け事務連絡｢不備返戻請求書に係る取/
扱め二部改正について｣)により､不備返戻した請求書が1ケ月経過後におい

七提出がない場合は文書で督促しなければならないにもかかわらず､2ケ月以

上経過してから督促している状況がみられたので､局の指示に基づく適正な処

理を徹底させること｡

3 基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7月20.日付け基労補発第0720001号｢都道府県労働局における労

災補償業務の適正な実施等について｣により指示されている諸事項を履行 して

いない状況がみられた｡
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このため､労災補償課長は､業務ごとに担当者及び決裁の順序を明記した文/

書を作成し､これに基づき日常における事務処理が適正に実施されているか確

認すること｡

また､当該文書を労働基準部長に提出するとともに､職員に当該文書を配布

することにより､業務ごとの担当者､けん制体制及び決裁の順序等を周知 ｡徹

底すること｡

さらに_労働基準部長は､半期ごとに労災補償課長､労災管理調整官､各業務

の蔵宿者に対 してのヒアリングを実施し､本来行われるべき事務処理にういて

事案の処理状況をも含めて適正に行われてヤ､るか､また､必要な決裁か行われ

ているかなど､事琴処理の実態を把握しこ必要に応じて改善措置を具体的に指

導することo I
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別 紙

l●

【是正指示事痕】

中央労災補償業務監察結果

横浜北労働基準監督署

弔或20年11月4日実施

1 局実施計画に基づく業務処理

署においては､神奈川局が策定した｢労災補償給付業務実施要領｣に基づき各

種業務を実施 しなけ叫 まならないにもかかわらず､これに運背する以下のよう

な事案がみられた｡ I

このため､l屠長は､局が策定した事務処理要療等について､その内容を十分/
理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

(1) 調査計画書の記載

調査計画書の調査予定時期､依頼年月日､完了年月日について､記載する

こととなっているにもかかわらず､これらを記載していないもの｡

(2) 処理経過簿の決裁

局が策定した ｢労災関係業務実施要衝｣において､6か月未満.の事案に係

る進行管理として､署長は毎月 1回以上調査事案処理経過表を含む調査資料

により＼ 調査の進ちょく状況について確認 しこ決裁 しなければならなし牢 も

かかわらず､一月 1回の点検 ｡決裁ができていないもの｡

2 その他

(1) 請求書の不備返戻

局の指示 (平成 15年 12月 2,2日付け事務運絡｢不備返戻請求書に係る

取扱の,一部改正について｣)笹より_.､不備返戻した請求書が 1ケ月経過後に

串いて提出がない場合は文書で督促 しなければならないにもかかわらず､2

ケ月以上経過 し七から督促している事案がみられたので､局の指示に基づく

適正な処盛を行 うこと｡

(2) 第三者行為災害に係る事務処理

求償権取得 ｡債権発生通知書(求償差し控え該当事案)め決裁について､署

長決裁が必要セあるにもかかわらず､課長決裁にとどまっていたので､署長

決裁を受けて歳入徴収官(局長)-通知すること｡
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別 紙

E是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

横須賀労働基準監督署

平成20年11月4日実施

現金領収証書

書換 した現金領収証書については､書損の表示 と~ともに右側余白に書損年月

日､書損理由及び書損後の経過を記入 しなければならないにもかかわらず､書

損年月 日及び書損後の篠過を記入していないものがみられたので､手引に基づ

く適正な処理を行 うごと｡
/.

I
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事 務･ 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働 省 労働 寒 準 局

労 災補 償 部 労災管理 課

主任 中央労災繭償監察官

愛 知 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察 の実施結果 にっいて

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年9月30首か ら10月3日に実施 し､監察終了後 口頭により講評を行 っ

た ところであるが､是正改善を要す る事項について別紙により改めて通知

す るので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分 も含めて別添様式に/

よ り.平成21年1月27日(火)までに報告 されたい.

なお､労働基準監督署分については貴職か ら当該署長に手交 されたい｡



式
､

様添■IJ労

補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 掛 l'ii 事 .項 是 正 改 善 堺 況 備 ノ考.

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】キ 【措置予定】に分け､改善の内容及びそり実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡.また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すろこと｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 `̀正 指 示 事 項 是 .正 改 善 状 況 備 考 8

ノ 【措置済】【措置予定】 ′ - l

ニニEJ

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･､署徴収の順に別葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容&.びその実施時期 (未実施である場合 にはその予定時期')を
具体的に記載す ること｡また､単純な.事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること0

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察.̀是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 1是 正 改 善 :状 況 備 考

注 1 軍労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること.

2 是正改善状況については､ 【措置済】と_..【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､轟正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 と摩 る文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出す ること｡ I
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中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

別 添 様 式

是 正 指 示 事 項 是 正 1改 善 1..華 況 1､ 億 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と (.措置予定】に分け､改善の内容及びその賞施時顛 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また･､単純な事琴処理誤-りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 .備考欄には､記載内層 の翠明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて･提出すること.
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別 紙

監是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

愛 知.労 働 甲

平成20年10月3日実施

1 局実施計画の策定状況

局実施計画 (貴局における ｢労働保険適用徴収 ･労災補償業務実施要領｣)

においては､その中に①調査計画書の作成手順､②署長に･よる具体的な進行管

･理の手法､_③局による指示.｡支援体制､④局署間の情報伝達 ･連携方法等が明I

記 されていなければならないにもかかわらず､これらの事項の記述不足の状況

がみられた｡

このため､局実施計画について､直ちに､組織的に検討の上､上記事項を明

記するとともにこその内容を関係職鼻に周知徹底すること｡

2 労災俸険給付等の迅速 ･適正処理状況

(1) 局の事案検討 ′

上記 1で指摘したとお り､.局実施計画が整備されていないこと等を要因と

して､局笹おける事務処理に示 ､て､迅速 ;適正処理に関し以下のような状

況がみられたので､局実施計画の見直しと併せて､̀局内の検討体制を整備す

ること｡

ア ,調査計画の検討

署から提出のあった調査計画の内容を検討するため､労災補償課長及び

監察官等による検討体制を確立しなければならな叫 こもかかわらず､労災

補償課長が加わった検討体制となっていないもの｡

イ 長期未決事案の発生防止

長期未決事案の発生を防止するため､蘭査計画に基づく処理経過を定期

的に把握 し､事務処理の遅延等の問題点を把握 した場合には､その要因を

分析 し､･事案に応 じた必要な指導 ｡支援を実施 しなければならないにもか..

かわらず､商題点の分析を踏まえた碍導 ｡支援を行っていないもの｡

(2) 署-の指示 ｡指導

署8.=おける事務処理について､迅速 ･適正処理に関し以下のような状況が

みられたので､局による指導を徹底すること｡
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ア 署長の指示 ･指導 ′

署管理者は､具体的な指示を行わなければならないにもかかわらず､調

査実施の指示に当た一り､処垣期限を示さないなど指示に具体性を欠くもの.

イ 事案検討会の開催

(ア).複雑困難事案について､署管理者は､請求書受付後 2週間以内に事案
il

検討会を開催 し､調査計画書を作嘩 させなければならないにもかかわら

ず､◎調査計画書作成のための事案検討会を開催 していないもの､②開

催 した事案検討会に署長が参加 していなりも･の､③､開催が請求書受付後

2か月経過後となっているもの｡

(イ)･複雑困難事案にっいて､署管理者は､毎月事案検討会を開催 しなけれ

ばならないにもかかわらず､. ①開催 していないもの､②開催 した事案検

討会に署長が参加 していないものb

ヴ 調査計画書甲作成･

複雑困難事案については､請求書受付後 2週間以内は調査計画書を作成

し､局に報告 しなければならないにもかかわらず､･作成していないもの｡

ェ 調査計画書の記載

調査計画書の実施状況の ｢調査着手 (依頼)年月 日｣欄､｢完了年月月｣

欄に記入 しなければならないにもかかわらず､記入 していないもの｡

オ 調査計画の見直し

当初計画 した調査計画の完了予定年月 日を超えて繭査を継続することと

なっ､た場合においては､調査計画の見直 しをしなければならないにもかか

わらず､見直していないもの｡

カ 処理経過簿の記載

事案処理に関して局が指示 ･指導を行った事項及び署事案検討会で決定

した事項をも その内容を処理経過簿に記載 しなければなら'ないにもかかわ

-らず､記載 していないもの｡

キ 処理経過簿の決裁

署長は1処理経過簿を月 1回以上決裁 しなければならないにもかかわら

ず､決裁 していないもの｡■■

ク 局-の説明

新たに署長管理事案 となった事案について､署長等が局労災補鹿課長及

び労災補償監察官等に対ーして完結予定を含めた処理方針等につい七説明し

なければならないにもかかわらず､これを実施 していないもの｡

(3) 年金業務関係

年金給付に係る事務処理において､支給決定時及び決議書入力時には関係
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資料との照合 ｡確認を行わなければならな叫 こもかかわらず､,=れを行って

いないことを原因とする基本権取寸肖事案がみられた.

このためJ年金給付に係る事務処理について基本的な事轟処理の徹底を指

導すること｡

(4) 基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7月20日付け基労補発廃0720001号｢都道府県労働局における

労箕補償業務の適正な実施等について｣により指示されている以下のような･

事項を履行していない状況がみられた｡

このため､局は上記通達に基づき適正に実施するとともに事務処理体制を

整備するととo

ア 労働基準部長によるヒアリングヽ

労働基準部長は､半期ごとに労炎補償課長､労衰管理調整官､各業務の

統括者に対してのヒアリングを実施し､本来行われるべき事務処理につい

て事案の処理状況をも含めて適正に行われているか､また､必要な決裁が

行われているかなど､事務処理の実態を把握し､必要に応じて改善措置を

具体的に指導することにならているにもかかわらず､実施されていないも

の｡ ●

イ ･二次健康診断等給付に係る事務処理

二次健康診断等給付の支給又は不支給に係るシステム入力については､

けん制体制の確立に留意しっら､事案担当者以外の者を入力担当者に指定

し､当該入力担当者以外の職員に入力させないようにしなければならない

にもかかわらず､事案担当者に入力させているもの｡

3 監察計画の策定状況

監察計画は､総務部長や労働基準部長も参画した組織的検討の下に策定すべ′

き̀にもかかわらず､両部長が参画していない状況がみられた｡

このため､両部長も参画して検討する体制を整備することO
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

愛 知 労 .働 局

平成20年10月2日実施

1 労働嘩険の未手続⊥掃対策?実施状況

(1)- 手続勧奨文書の送付

全国労保連愛知県支部との協議会での役割分担により局が手続指導を行 う

こととなった事業及び支部の加入勧奨にもかかわらず成立手続に至らなかっ

たとして報告を受けた事業については､すべての事業主あてに手続勧奨文書i

を送付 しなければならないにもかかわらず､一部の事業主にのみ送付 してい

る状況がみられた｡

このため､局は平成 17年 3月tT31日付け基徴発第0331001与｢労働保険の

未手続事業一掃対策における取組に係る留意事項について｣に基づき､手続

勧奨文書をすJiての事菓主あて送付すること｡

(2) 職権成立手緯

局が戸別訪問指導による手続指導を行っても加入 しない事業に対しては､

職権成立の対象事業として轡 り込みを行 うべきところこ絞 り込みが不十分な

.状況がみ られた｡I
このため､積極的に職権成立の対象事業の絞 り込みを行った上で､事前調

査後の手続指導によっても自主的な成立手続を行わない事業については､収

舞 した情報に基づき職権成立手続を行 うこと｡

(3) 活動報告書 ∫

｢労働保険適用指導員庁外活動報告書｣ は､労働保険適用指導員執務準則

に畢づき二 速滞なく局長に報告 しなければならないにもかかわらず､報告 し

ていない状況がみられた｡

このため､一遅滞なく局長に報告を行 う体制を整備する土とO

2 滞納処分の実施状況

保険料を滞納する専業場で一部納付や債務承認に応 じない事業場に対して計
■l

画的に財産調査を行った上で差押え手続を行わなければならないにもかかわら

ず､預金や売掛金などの財産調査を計画的に行っ七いない状況がみられた.

このため､計画的に財産調査を実施し､差押え等の措置を講ずること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

名古屋東労勘基準監督署

平戒20年10月1日実施

労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

署においては､愛知局が策定 した ｢労働保険適用徴収 ｡労災補償業務実施要

領｣ に基づき各種業務を実施 しなければならいないにもかかわらず､これに違

背する以下のような事案がみられた｡

このため､署長は､局実施計画について､その内容を十分理解するとともに

定められた事務処理を確実に実施すること｡

1 事案検討会の開催

(1) 複雑困難事案について､調査計画書を作成するための事案検討会には塞

長も参加 しなければならないにもかかわらず､署長が参加 していないもの｡

I(2) 複雑困顛事案について､署管理者は､毎月事案検討会を開催 しなければ

ならないにもかかわらず∴開催 していないもの｡.

2 調査計画書の記載

調査計申書の実施状況の ｢調査着手(依頼)年月 日｣欄､｢完了年月 日｣欄

に記入 しなければならないにもかかわらず､記入 していないもの｡

3 調査計画書の見直し

当初計画 した調査計画の完了予定年月 日を超えて調査を継続することとな

った場合においては､調査計画の見直しをしなければならないにもかかわら

ず､見直していないもの｡

4 処理経過簿の記載

事案処理に関して局が指示 ｡指導を行った事項及び署事案検討会で決定 し

たした事項は､その内容を処理経過簿に記載 しなければならないにもかかわ

らず､記載 していないもの｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

豊橋労働基準監督署

平成20年9月30日実施

局実施計画に基づく業務処理

署においては､愛知局が策定した ｢労働保険適用徴収 ｡労災補償業務実施要

領｣に基づき各種業務を実施しなければならいないにもかかわらず､これに違

背する以下のような事案がみられた｡

このため､署長は､J局実施計画について､その内容を十分理解す考ととも七

定められた事務処理を確実に実施すること.

1 事案検討会の開催

複雑困難事案について､署管琴者は､請求書受付後 2週間以内に事案検討会

を南催し､調査計画書を作成させなければならないにもかかわらず､事案検討

一会を開催 していないものO

2 調査計画書の作成

複雑困難事奏についでは､請求書受付後 2週間以内に調査計画書を作成 し､

局に報告 しなければならないにもかかわちず､●作成 していないもの｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

豊 田労働基準監督署

平成20年9月30日実施

労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

署においては､愛知局が策定した ~｢労働保険適用徴収 ･労災補償業務実施要

領｣ に基づき各種業務を実施しなければならいないにもかかわらず､.これに違

背する以下のよう一な事案がみられた｡

このため､奮長は､局実施計画につい<∴その内容を十分理解するとともに

定められた事務処理を確実に実施する.こと｡

1 署長の指示 ｡ 指導 ` ノ

署管理者は､具体的な指示を行わなければならないにもかかわらず･,調査実

施め指示に当たり､処理期限を示さないなど指示に具体性を欠くもの｡

2 事案検討会の開催

複雑困難事案について､署管理者は､請求書受付後2週間以内に事案検討会I
を開催し､調査計画垂を作成させなければならないにもかかわらず､事案検討

会を2か月経過してから開催 したもの｡

3 処理経過簿の記載
寸

事案処理に関して局が指示 ･指導を行った事項及び署事案検討会で決定した

事項は､亘の内容を処理経過簿に記載しなければならないにもかかわらず､記

載していないもの｡

4 準理経過簿の決裁

署長は､処理経過簿を月 1回以上決裁しなければならないにもかかわらず､

決裁 していないもの｡
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働 省 労働 基準局

労災補償 部 労 災管理課

主任中央労災補償監察官

大 阪 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､i

平成20年9月3日か ら5日に実施 し､監察終了後 口頭により講評を行った と

ころであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知する

ので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分 も含めて別添様式により

平成21年1月27日(火)までに顛告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職か ら当該署長に手交されたい｡



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 一声 事 項 是 正 改 善 状.況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別菜にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措直済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びそ0?実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること.また､単純な事藤処理誤 りであるもの七っいては､是正確認の状況を記載すること.

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すろこと｡
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別 添 様 式

●中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 拍 示 ､事 項 是 正 改 善 状 況 備 考 8

注 1. 局労災 ･局徴収 ･署労衰 ･署徴収の順に別葉にて記載すること.

.2 是正改善状況については､ 【措置済】■と 【措置予定】宜 分け､改善の内容畏びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期■)を
具体的に記載するこ'と｡また､単純な.事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること0

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出するごと｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 -是 正 改 善 -状 況 備 _考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順 に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と._【.措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること.また､単純な事務処理誤 りであるもの旦 ついては､是正確認の状況を記載す ること.

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡ ～
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中央労働保険適用徴収業務監象 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

別 添 様 式

是 正 指 示■事 項 是 iE- 改 善 .状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､.改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)-を

具体的に記載す ること｡また､単純な事琴処理誤~りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡
3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて選 出すること.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

大 阪 労 働 局

平成20年9月5日実施

労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

1 琴-の指示 弓旨導

局実施計画 (貴腐における｢労災補償業務対策実施要領｣)に串いて定めて

いる事項に関して､その実施を徹底 していない以下の_ような状況がみ られた｡

このため､･･局実施計画に定めた事項の確実な実施について関係職員に対す

る指導を徹底すること｡

(1) 署長の指示 ･指導

署管理者等は具体的串指示を行わなければならないにもかかわらず､調査

実施の指示に当た り､庵 理期限を示さないなど指示に具体性を欠くもの.

(2) 調査計画の変更

署管理者等は進捗状況の遅延等が認められた場合には､速やかに調査計画

書の見直 しを行わなければならないにもかかわらず､調査計画書に串載 され】
ている調査完了予定時期を超えて調査を行っている事案におい て､調査計画

書の見直 しを行っていないもの｡

(3) 処理経過簿の記載

処理経過簿には定期検討会の検討内容等を記載 しなければならないにもか

かわらず､.亘の記載がないもの.

(4) 処理経過簿の決裁

受付後 3か月を経過t た事案の処理経過簿は､毎月署長の決裁を受けなけ
■′

ればならないにもかかわらず ､署長の決裁を受けていないもの｡

2- 年金業務関係

年金給付に係 る事務処理において､支給決定時及び準議書入力時には関係資

料 との照合 ･.確認を行わなければならない1にもかかわらず､これを行らていな

し､ことーを原因とする基本権取消事案がみられた.

このた吟､年金給付に係 る事務処理について基本的な事務処理の徹底を指導

すること｡

- 1 -



3 第三者行為災害に係る事務処理状況

第三者行為災害に係る損害賠償金の債権管理について､平成 18年度末と比

して平成 19年度末の収納未済額が大幅に増加しているにもかかわらず､局と

して増加原因を分析していない状況がみられた｡

このため､烏曽加原因を組織的に分析し､適切な第三者行為災害に係る損害賠

償金の債権管理を行 うこと. 卓

~~〉
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

大 阪 ･労 働 局

平成2･0年9月4日実施

1 労働保険の未手続一掃対策の実施状況

(1) 職権成立の対象

局が戸如訪問指導による手続指導を行っても加入しない事業に対しては､

職権成立の対象事業として絞 り込みを行 うべきところ､絞り込みを行ってい

ない状況がみられた｡

･ このため､積極的に職権成立の対象事業の絞 り込みを行った上で､｢職嘩＼

威立対象事業台帳｣を作成し､事前調査後の手続指導によっても自主的な加

入手続を行わない事業については､収集した情報に基づき職権成立手簡を行

うこと.し

(2) 活動報告書

｢労働保険適用指導員庁外活動報告書｣は､労働保険通庸指導員執務準則

に基づき､遅滞なく局長に報告しなければならないにもかかわらず､報告し

ていない状況がみられた｡

このため､連滞なく局長に報告を行 う体制を整備すること｡

2 滞納処分の実施状況 ′

(1) 滞納整理は､事務組合委託事業に対しても実施しなければならないにもか

かわらず､事務組合委託事業ということをもって滞納整理の対象から除外し

ている状況がみられた｡

このため､専務組合委託事業についても個別事業と同様に滞納整理の対象

とすること｡

(2) 保険料を滞納する事業場で一部納付や債務承認に応じない事業場に対して

計画的に財産調査を行った上で差押え手続を行わなければならないにもかか

わらず､.預金や売掛金などの財産調査を計画的に行っていない状況がみられ

た｡

このため､計画的に財産調査を実施し､差押え等の措置を講ずること｡■

- 3 -



別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

大阪南労働基準監督署

平成20年9月3'日実施

署長の指示 ｡指導 .

署においては､大阪局が策定した ｢労災補償業務対策実施要領｣ に基づき､

管理者等は具体的な指示を行わなければならないにもかかわらず､調査実施の

指示に当たり､処理期限を示さないなど指示に具体性を欠く事案がみられた｡

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､そり内容を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

■ -4-



別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

茨木労働基準監督署

平成20年9月3日実施

局実施計画に基づく業務処理

署においては､大阪局が策定した ｢労災碍償業務対策実施要領｣に基づき各

種業務を実施 し_なければならないにもかかわらず､これに違背する以下のよう

な事案がみ られた｡I

このため､署長を耳､局が策定した事務処理要領等について､その内琴を十分 -

理解するとともをと定められた事務処理を確実に奏施すること｡

1 署長の指示 ｡指導

署管理者等は具体的な指示を行わなければならないにもかかわらず､調査実

施の指示に当たり､処理期限を示さないなど指示に具体性を欠 くもの｡

2～調査計画の変更

～署管理者等は進捗状況の遅延等が認められた場合には速やかに調査計画書の

見直しを行わなければならないにもかかわらず､調査計画書に記載 している調

∴査完了予 定時期を超えて調査を行っている事案において､調査計画書の見直 し

を行っていないもの｡
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.事 一務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働省 労働 基 準 局

労災補償･部 労災管理 課

主任中央労災補償監察官

岡 山 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年9月25日か ら26日に実施 し､.監察終了後 口頭 により講評を行った

ところであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知す

るので､是正指示事項に対す る措置状況を監督署分 も含めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに畢 告 されたい｡

なお､労働基準監督署分につい七は貴職か ら当該署長に手交されたい｡



式様添iiiii]
矧

補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ■声 事 項 是 正 攻 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別某 にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びそり実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄宜 は､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出するこ_と｡

-1/●4-



別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 緒 示 事 項 是 正 改 奮 状 況 備. 考

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順 に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容卑びその実卿 寺期 (未実施である場合にはその予 定時期-)を
具体的に記載するこ･と.また､′単純な事務処理誤 りであるものについ七は､是正確藤の状況を記載すること.

.3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察･是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 是 正 改 善 京 況 鹿 . 考

注 1 局労災 ･局徴収 ｡署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況について.は､ 【措置済】と..【措置 予定】に分け､改善の内容葵びその実施時期 (奉実施である顔合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡ t
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示ー事 項 是 正 改 善 _状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0

2 是正改善状況に?いては､ 【措置済】と 【措置予定】･に分け､改善の内容及びそゐ実施時顛 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること.また､単純な事琴処理執 りであるものについては了是正確認の状況を記載すること.

3 .備考欄には､記載札容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて･提出すること.
■.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

岡 山･ 労 働､局

平成20年9月26日実施

1 労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

(1) 署-の指示 ｡指導 '

･局実施計画 (貴局における｢労災補償業務実施要領｣)については､･平成

20年度版において長期未決対策が整備 されたところであるが､以下のよう

な事項について､実施でき七いない状況がみ､られた｡

このため､局実施計画の確実な実施について､関係職員に対する指導を徹

底すること｡

ア 事案検討会の開催

脳心､̀精神等の複雑困難事案については､請求書受付後､調査計画策定

のための事案検討会を開催 し年ければならないにもかかわらず､開催 して

いないもq).

イ 処理経過薄め記載

処理経過簿には､事案検討会の検討結果や局からの指示 ･指導事項を記

載 しなければならない笹もかかわらず､処理Ir5'過簿に記載していないもめ｡

(2) OCR入力

請求書を受理 した塊合には､受付当日又は翌 日にocR入力処理 しなけれ

ばならないにもかかわらず､遅延 している状況がみられた｡

こめため､請求書のOCR入力が遅延することのないよう事務処理体面の

整備について署を指導すること｡

2 地方労災補償監察官制度の運用状況

(1) 監察の実施状況

机上監察の対象月については､不正受給等防止対策の観点から対象月の変

更に係る検討を毎年行わなければならないにもかかわらず､毎年向じ月とし

ている状況がみられた｡

このため､対琴月の変更の検討を行って実施すること｡

(2) 監察実施後ゐ措置

･監察終了の都度､局長等に対して口頭報告がなされなければならないにも
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かかわらず､労箪補償課長にのみ行われていた状況がみられたので､局長等

に対して口頭報告を実施すること｡
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別 ~紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果 ･

倉敷労働基準監督署

弔或20年9月25日実施

1 局実施計画に基づく業務処理

署においでは､岡山局が策定した｢労災補償業務実施要領｣に基づき各種業務

を実施しなければならないにもかかわらず､これに違背する以下のような事案

がみられた｡

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分

理解すると.ともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

(1) 事案検討会の開催

勝 山､精神等の複雑困難事案についでは､請求書受付後､調査計画策定

のための事案検討筆を開催しなければならないにもかかわらず､開催して

いないもの｡

(2) 処理経過簿の記載

処理経過簿には､事案検討会の検討結果や局からの指示 ･指導事項を記

載しなければならないにもかかわらず､､処理経過簿に記載していないもの｡

2 0CR入力

請求書を受理した場合には､受付当日又は翌日にOCR入力処理しなければ

ならな叫 こもかかわらず,遅延している事案が年られた.

このため､請求書のOCR入力力学遅延することのないよう事務処理体制を整

備すること｡

- 3 -
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軍 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生労働省 労働 基 準 局

労災補償部 労災管理 課

主任中央労災補償監察官

山 口労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果に-っいて

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年10月15日か ら17日に実施 し､監察終了後 口頭により講評 を行った

ところであるが､是正改善を要する事項について別紙により改めて通知す

るので､是正指示事項に対す る措置状況を監督署分も含めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい.

なお､労働基準監督署分については貴藤か ら当該署長に手交 されたい｡



式様添iiiiii]
即

補償業務監察 是正改善状況報告
､

○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ｡署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合に笹その予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料となる文書 ･資料名等を記載 し＼ 併せて提出するこ,と｡
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別 添 様 式

'中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 緒 p示 事 項 是 正 改 善 状 準 備 考

注 1. 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収榊 原に別葉にて記載すること二.
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 ･(未実施である場合にはその予定時期う を

具体的に記載するこ･と｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡
3･ 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

.是 正 指 示 事 項 '是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ｡署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載す ること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と__【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､~是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載.し､併せて提出す ること｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示`事 項 是 正 改 -善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また､単嘩な事琴処理執 りであるものにつ.いては､是正確認の状況を記載す る土 と｡
3 .備考欄には､記載札容の説明 資料 と･なる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて･提出す ること.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

山 口 労 働 局

弔或20年10月17日実施

1 局実施計画の策定状況 ′ I

局実施計画 (貴局における ｢労災保険業務実施要綱.'J)においては､､その中

に①調査計画書の作成車順､②署長による具体的な蓮行管理の手法､③局によ

る指示 ｡支援体制､④局署間の情報伝達 ｡連携方法等が明記されていなければ

ならないにもかかわらず､これらの事項の記述不足の状況がみられた｡

このため､局実施計画について､直ちに､組織的に検討の上､上記事項を明

記するとともに､その内容を関係職員に周知徹底すること｡

2 労災保険給付等の迅速.｡適正処理状況

上記 1で指揮 したとおり､局実施計画が整備されていないこと等を要因とし

て迅速 ･適正処理に関して以下のような状況がみられたので､局実施計画の見

直しと併せて局による指導を徹底すること｡ .

ア 調査計画書の作成

調査計画書に記載する調査等予定日は､できる限り実施時期を特定して記

載すべきであるにもかかわらず､調査等予定日欄に2か月以上の幅をもった

期間を記載 しているこ′とから､実効性のある調査計画書となっていないもの｡

イ 処理経過簿の記載

(アト 山口局が策定した ｢請求書等進行管理フローチャー ト｣ においては､署

管理者ゐ指示 ･指導事項を処理経過簿に記載 しなければならないにもかか

わらず､記載していないもの｡

(イ) 事案検討会の検討結果及び局からの指示 ･指導事項は､保険給付の決定

に重要な事項であることから､その内容を処理経過簿に記載すべきにもか

かわらず､記載していないもの｡

3 地方労災補償監察官制度の運用状況

(1) 監察計画の策定状況～

監察計画は､総務部長や労働基準部長も参画した組織的検討の下に策定す

べきにもかかわらず､両部長が参画していない状況がみられた｡
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このため､両部長も参画して検討する体制を整備するこ,t｡

(2) 監察実施後の措置

ア 局長決裁を受け､局長名で是正改善指示文書を発出しなければならない

にもかかわらず､労災補償課長決裁にとざまり､地方労災補償監察官名で

当該文書を発出している状況がみられた｡

このため､監察実施後の措置を決定する体制を見直すこと｡

イ 法令､通達､手引等に明らかに反する事務処理については､署に対して

文書により是正改善を指示す空きにもかかわらず､特段の理由もなく､口

頭指導にとどまっている状況がみられた｡

このため､監察の結果､是正改善を要する事項にらいては､文書により∫

是正改善指示を行い､期限を定吟て是正改善状況を文書で報告させ､その∫
凍̀況を確認すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

宇部労働基準監督署

弔或20年10月15日実施`

処理経過簿の記載

者においては､山口局が策定した ｢請求書等進行管理フローチャー ト｣に基

づき､署管理者の指示 ｡ 指導事項を処理経過簿に記載 しなければならないにも

かかわらず､記載 していない事案がみられた｡

このため､署管理者は局が作成 した事務処理要領等を十分理解するとともに

定められた事務処理を確実に実施すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

宇部労働基準監督署

羽或20年10月1-5日実施

1 現金領収証書の表紙

物品管理官から現金領収証書等の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付年

月 日､.課室署名及び官職氏名を記入 しなければならないにもかかわらず､記入

漏れがみられたので､手引に基づき適正な事轟処理を行 うこと｡

2 スタンプ領収の取扱

スタンプ領収の取扱官については､手引において､｢来客が集中すると予想

される年度更新時期における納期限前 1週間程度及び納期限後にお ける集合徴

収日で あって相当嘩贋の領収が見込まれる時｣となっているにもかかわらず､･

納期限後における集合徴収 日でない日を取扱 日としている状況がみられた｡

このため､局と協議の上､手引に基づく適切な取扱いをすること0
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

岩 国労働基準監督署

弔戎20年10月16白実施

処理経過簿の記載

署にお.いては､山口局が策定した ｢請求書等進行管理フローチャー ト｣宰 基

づき､署管理者の指示 ｡指導事項を処理経過簿に記載 しなければならないに･も

かかわらず､記載 していない事案がみられた｡

このため､署管理者は局が作成 した事務処理要領尊を十分理解するとともに

定められた事務処理を確実に実施すること｡

5 -



別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

岩 国労働基準監督署

羽或20年10月16日実施

1 現金領収証書の表紙

物品管理官か.､ら現金領収証書等の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付年ノ

月 日､琴室署冬及び官職氏名を記入しなければならないにもかかわらず､記入

漏れがみられたので､手引に基づき適正な事務処理を行 うこ､と｡

2 スタンプ領収の取扱

スタンプ領収の取扱日についTlは､手引において､｢釆客が集中する.と予想

される年度更新時期における納期限前 1週間程度及び納期限後における集合徴

収 日であって相当程度の領収が見込まれる時｣となっているにもかかわらず､

-納期限後における集合徴収 日でない日を敢扱 日としている状況がみられた｡

このため､局と協議の上､手引に基づく適切な取扱いをすること｡
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働省 労働 基 準 局

労災痛償部 労災管理課

主任中央労災補償監察官

香.｣=労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成.20年9月10日か ら12日に実施 し､監察終了後 口頭によ り講評を行った

とこ●ろであるが､是正改善を要する事項について別紙 により改めて通知す

るので､是正指示事項に対する措置状況を監督署分も含 めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい二

五 お､労働基準監督署分については貴職から当該憂長に手交 されたい｡



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告

労 ロ

是 .正 指 示 事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】-i 【措置予定】一に分け､改善の内容及びそ0?実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 と.なる文書 ･∴資料名等を記載 し､併せて提出するこ.i.
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別 添 様 式

●中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告 ■′'
○○労働局

是 正 指 示 事 項 是 正 改 善 状 況 . I:備 考

.__′

注 11 局労準 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改 善の内容葵びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期')を
具体的に記載すること｡また､単純な.事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること0

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事.項 '是 正 -改 善 状 況 備 一 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること.
2 是正改善状況については､ 【措置済】と∴【措置 予定】･に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること.また､単純な事務処理誤 り･であるものについては､是正確認の状況を記載す ること.

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料各等を記載 し､併旦て提出すること｡ .
ノ
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告

労 平匪′､署

是-.正 指 示 事 項 . 是 正 改 善 状 況 皿備 考 .

注 1 局労.災 ･局徴収 ･署労 災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】と■【措置予定】に分け､改善の内容革びその実施時期 (未実施である場合にはその予膚 時期)を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤･りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 -備考欄には､記載内層 の説明資料 となる文書 ･蛮科名等を記載 し､併せて凝 出す ること.

-4/4-



別 紙

【是正指示事壕】

中央労災補償業務監察結果

香 川 労 働 局

平成20年9月11日実施

1 署業務計画の策定状況 ,

署業務計画 (貴局管内各監督署における ｢署労災補償業務実施要領｣)七 っ

いては､一局による指導 ･調整の下に､前年度末までに■策定しなければならない

にもかかわちず､局実施計画において､依然 として4月に策定することとして

いたため､新年度に入ってから策定されている状況がみられた｡

このた吟､署業務計画の策定が､局による指導 ･調整の下に前年度末までに

完了するよう検討体制を整備すること｡

2 労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

局実施計画 (貴局におけ争｢労災補償業務実施要領｣)については.､平成 20

年度版において長期未決対策が整備 されたところであるが､以下のような事項ill

について｣実施できていない状況がみられた｡

このた,め､局実施計画の確実な実施について､関係職員に対する指導を徹底

すること｡

(1) 調査計画の変更

ア 当初策定した調査計画書の調査完了予定時期を超えて調査が継続するこ

ととなった場合等においては､調査計画の見直 しや しなければならないに

もかかわらず､変更された調査計画書を作成 していないもの｡

イ 請求書受付から1レ年経過 し､局から調査計画の見直 しが指示されている

にもかかわらず､見直しをしていないもの.

(2) 処理経過簿の記載

事案処理に関して署長が指示 ｡指導を行った事項は処理経過簿に記載 しな

ければならないにもかかわらず､記載 していないもめ｡

3 地方労災補償監察官制度の運用状況

(1) 監察計画の策定状況

監察計画は､総務部長や労働基準部長も参画 した組織的検討の下に策定す

べきにもかかわらず､両部長が参画 していない状況がみられた｡

- 1 -



このため､両部長も参画して検討する体制を整備すること占

-(2) 監察実施後の措置 ′

監察結果報告書は､総務部長､労働基準部長も参画して作成すべきにもカナ

かわらず､両部長が参画していない状況がみられた｡

このため､両部長も参画して検討する体制を整備すること｡

- 2 -



別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

香 川 労 働 局∫

平成20年9月12日実施

1 労働保険の未手続一掃対策の実施状況 1

(1) 職権成立の対象

局が戸別訪問指導による手続指導を行っても加入 しない事業に対 しては､

職権成立の対象事業として絞 り込みを行 うべきところ､絞 り込みを行ってい

ない状況がみられた｡

このため､■積極的に職権成立の対象事業の絞 り込みを行った上で､｢職権

成立対象事業台帳｣を作成 し､事前調査後の手続指導によっても自主的な成

立手続を行わない事業については､収集 した情報に基づき職権成立手続を行

うこと｡

(2) 活動報告書

｢労働保険適用指導員庁外活動報告書｣ は､労働保険適即 旨導員執務準則

に基づき､遅滞なく局長に報告 しなければならないにもかかわらず､報告 し

ていない状況がみられた｡

このため､遅滞なく局長に報告を行 う体制を整備す.ること｡

2 滞納処分の実埠状況

保険料を滞納する事業琴で一部納付や債務承認に応 じない事業場に対 して計

画的に財産調査を行った上で差押え手続を行わなければならないにもかかわら

ず､預金や売掛金などの財産調査を計画的に行っていない状況がみられた｡

このためこ計画的に財産調査を実施 し､差押え等の措置を講ずること.

3 徴収業務に廃る事務処理状況

(1) 局における問題

ア 現金車収証書等の請求∴

現金領収証書等の請求については､平成 15年 8月 28日付け基徴発第

0828001号 ｢収納事務等に関する牽制体制について｣により､分任収入官

吏が物品請求書等を物品管理官に痕出して行わなければならないにもか か

わらず､現在､使用 している現金領収証書等の裏表紙に請求のゴム印を押
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し主任収入官吏の検印を受け請求している状況がみられた｡

このため､上記通達に基づき適正に処理すること｡ !

イ 納付受託証券整理簿

再委託 した受託証券が完結した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄

- ｢完結｣表寵をする､とともに主任収入官吏の確認印を押印しなければな

らないにもかかわらず､主任収入官吏の確認印を押印していない状況がみ

られたので､-手引に基づく適正な処理を行 うこと｡

(2)I.署における問題 ､

署における事務処理において､主任収入官吏の事務取扱補助者は原則複数

名任命 しなければならないにもかかわらず､ 1名のみ任命 している状況がみ

られたので､局による指導を徹底すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

坂 出労働 基準監督署

平成20年9月10日実施

局実施計帝に基づく業務処艶

署においては､香川局が策定した ｢労災補償業務実施要領｣に基づき､請求

書受付から1年経過し､局から調査計画の見直 しが指示されている転もかかわ

らず､見直 しをしていない事案がみられた｡

このため､署長は､局が筆定した事務処理要領等について､そめ内容を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

- 5 -



別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果
J

坂 出労働基準監督署

平成20年9月10日実施

主任収入官吏補助者の命免

主任収入官吏の事務取扱補助者は原則複数名任命 しなければならないにもか

かわらず､′1■名のみ任命 している状況がみられたので､複数名任命すること｡

●′~し,
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

愛 媛 労 働 局 長 殿

厚 生労働省 労働 基準局

労災補償 部 労災管理課

主任中央労災補償監察官

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収筆務監察については､

平成20年9月25日か ら26日に実施 し､監察終了後 口頭によ り講評を行?た

ところであるが ､是正改善を要する事項について別紙により改 めて通知す･
l

るので ､是正鹿示事項に対する措置状況を監督署分も含めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職から当該署長に手交 されたい｡



別 添 様′式

補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 ネ 事 項 是 正 改 善 状 況 備 . 考

注 1 局労災 ･局徴収 ｡署労災 ･署徴収の順に別業にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置即 と 【措置予定】に分けヾ改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時,*)を
具体的に記載すること｡●また､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡,
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別 添 様 式

●中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告 ●●
○○労働局

是 正 緒 示 事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

lI-J.

注 1･ 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴塀の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措直済】と 【措置予定】に分け､改善の内容卑びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期-)を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 ●備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を一記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
00労働基準監督署

是 正 弓旨 示 事 項 l 是 正 嘆 ㌦善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること｡ .′

2 是正改善状況については､ 【措置済】と-【措置 予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是∴正 指 示■事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況につ いては､ 【措置済】と 【措置予定 】に分け､.改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期トを

具体的に記載す ること｡また､単純な事琴処理誤~りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡
3 .備考欄には､記載内､容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて･提出す ること.
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別′紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

愛 琴 労 働 尽

報 20年9月26日実施

1 署業務計画の策定状況

署業務計画 (貴局管内各監督署における ｢労災補償業顔実施計画書｣)につ

･いては､局による指導 ･調整の下に策定しなければならない疫もかかわらず､＼.

この指導 ･調整が行われでいない状況がみられた｡

このため､署業務計画は､局による指導 ･調整の下に策定されるよう検討体

制を整備す ること｡

2 労災保険給付等の迅速 ｡適正処理状況

(1) 署-の指示 ｡指導

局実施計画 (貴局における｢労災補償業務実施要領｣)については､平成

20年度版において長期未決対夷が牽僚 されたところであるが､以下のよう

な垂項につい.T､̀.実施できていない状況がみられた.

このため､局実施計画の確実な実施について､関係職員に対する指導を徹

底すること. t'

ア 署長の指示 ｡指導

署長は必要に応 じ的確かつ具体的な指示を行い､処理経過簿にその指示

内容 を記載 しなければならないにもかかわらず､処理状況に応 じた調査等

の実施方法及び時期等を明らかにした具体的かつ葵効性のある指示 ｡指導

を行っていないもの｡

イ 調査計画書の記載

調査対象等は具体的かつ調査時期を定めて記載 しなければならないにも

かかわらず､調査計画書に資料や意見書の提出期限及び調査実施年月 日を

記載 していないもの｡

ウ 処理経過簿の記載

地方監察及び業務指導時の指示垂項を含む局か らの指示事項は､処理経

過簿に記載 しなければならないにもかかわらず､局からの追加調査の指示

を記載 していないもの｡
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(2) 基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7月20日付け基労補発第07̀20001号｢都道府県労働局におけろ

労災補償業務の適正な実施等にづいて｣により指示されている諸事項を履行

してI､ない状況がみられた｡

このため､労災補償課長はJ業務ごとに担当者及び決裁の順序を明記 した

文書を作成 し､これに基づき日常における事務処理が適正に実施されて.いる

か確認すること｡

また､当該文書を労働基準部長に提出するとともに､職員に当該女書を配

布することにより､業務ごとの担当者､けん制体制及び決裁の順序等を周知

･徹底すること｡

さらに労働基準部長は､半期ごとに労災補償課長､労災管理調整官､各業

務の統括者に対してのヒアリングを実施･し､本来行われるべき事務処理につ

いて事案の処理状況をも含めて適正に行われているか､また､必要な決裁が

行われているかなど､事務処理の実態を把握 し､必要に応じて改善措置を具

体的に指導すること｡

3 地方労災補慮監察官制度の運用状況

i,(1) 監察計画の策定状況

監察計画時､総務部長も参画した組織的検討の下に策定すべきにもかかわ～

らず､総務部長が参画していない状況がみられた｡

こゐため､総務部長も参画して検討する体制を整備すること｡ ●

(2)･ 監察実施後の措置 ヽ
･監察結果報告書は､総務部長､労働保険徴収室長も参画して作成すべきに

もかかわらず､総務部長､労働保険徴収室長が参画 していない状況がみられ

こた｡

このため､総務部長､労働保険徴収室長も参画 して検討する体制を整備す

ること･.
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

新居浜労働基準監督署

弔義20年9月25日実施

局実施計画に基づく業務処理 ､

署においては､愛媛局が策定した｢労災補償箪付業務実施要領｣に基づき各種

業務を実施 しなければならないにもかかわらず､これに違背する.担下のような

事案がみられた｡

このため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､そり内容を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

1 署長の指示 ｡指導

署長は､必要に応 じ的確かつ具体的な指示を行い､処理経過簿にその指示内

容を記載 しなければならないにもかかわらず､処理状況に応じた調査等の実施

方法及び時期等を明らかをこした具体的かつ琴効鹿のある指示 ｡指導を行っていI
ないもの｡

2 圃査計画書の記載 .

調査対象等は､具体的かつ調査時期を定めて記載レなければならないにもか

かわらず､調査計画書に資料や意見書の提出期限を記載していないもの｡AI
3 処理経過簿の記載

地方監察及び業務指導時の指示事項を含む局からの指示事項は､処垣経過簿

に記載 しなければならないにもかかわらず､局からの追加調査の指示を記載し

ていないもの｡ ` ､
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事 務 連 絡

平成20年12月4日

厚 生 労働省 労働 基準 局

労災補償部 労災管理魂

主任中央労災補償監察官

福 岡 労 働 局 長 殿

l⊆il

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監察の実施結果 について

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年10月15日から17日に実施 し､監察終了後 口頭により講評を行った

ところであるがく是正改善を要する事項について別紙により改めて通知す

るのや､是正指示事項に対する措置状況を監督署分も含め.T別添様式によ
I

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分については貴職か ら当該署長に手交 されたい｡



別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正.指 ■声 事 項 是 iE 改 善 状 現 備 考 i

i:ヨ

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別某にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びそゐ実卿 寺期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載することOまた､単純な事轟処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す-る こと.

3 備考欄には､記載内.容の説明資料 となる文事 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡ .
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 緒 示.事 項 是 正 改 善.,状 況 備 p考 邑

～ 【措置済】【措置予定】 ㌔ ＼. I

...._′

注 1. 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予別 に分け､改善の内容葵びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)̀を
具体的に記載す ること｡また､単純な事務処理誤 りである,ものについては､是正確認の状況を記載す ること｡

3 備考欄には､記載内容の説明●資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡～
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別 添 様 式~

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
′ ○○労働基準監督署

是一.正 指 .示 事 項 是 正 改∴ 善 状 況 備■ 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災一･署徴収の順に別葉にて由載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置埠】と__【措置 予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載す ること.ま考､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること0

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書-･資料名等を記載 し､併せて提出す ること｡

-3/4-



別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 車 事 項 ･是 正 改 善 状 況 備′ 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】と.【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時顛 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載すること･｡また､単純な事準処理誤●りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡
3 .備考欄には､記載内容 の説由資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて層 出すること0
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別 紙

【是正指示事項】

㌔_

中央労災補償業務監察結果

福 岡 労 働 局

軍或20年10月17･P実施

労災保険給付等の迅速 ･｡ 適正処理状況

局奏施計画 (貴局における｢労災補償業務実施要領｣)については､.平成

20年度版笹おいて長期束決対策が整備 されたところであるが､以下のような

事項について､実施できていない状況がみられた.

羊のため､局実施計画の確実な実施について､関係職員に対する指導を徹底

.すること｡

1 署-の指示 ･指導

I(1) 事奏検討会の開催

複雑困難事案と定義付けられている石綿関連疾患事案及び振動障害事案に

ついては､受付後､速やかに署長､労災担当次長､労災主務課長及び調査担

当者による計画検討会を開催 し､調査計画書を作成 しなければならないにも

かかわらず､計画検討会を開催 していないもの｡

(2) 署長の指示 ･指導

署長は､複雑困難事案以外の要調査事案に開し､受付後 2か月を経過 した

後､直近で開催された事案検討会において､､今後､調査 しなければならない

事項が多岐にわたるなどの事案として､複雑困難事案に準じて調査計画書の

作成を指示 しなければならないにも′かかわらず､調査計画書を作成 していな

いも■の｡

(3) 処理経過簿の記載

,7.処理経過簿は､事案検討会及び調査計画の策定時における計画換討会の

協議 ｡検討事項の概要を記載 しなければならないにもかかわらず､これを

記載 していないもの｡

イ 処理経過簿は､局からの指示事項 (埠方監察及び業務緒導時の指示事項

を含むO)･たっいても記載 しなければならないにもかかわらず､これを記

載 していないもの｡

2 基本的事務処理の点検状況

平成 19年 7月 20日付け基労補発第0720001号｢都道府県労働局における労

災補償業務の適正な実施等について｣により指示 されている諸事項を履行 して

- 1 -



いない状況がみられた｡

このため､労災補償課長は､業務ごとに担当者及び決裁.の順序を明記 した文

書を搾成し､これに基づき日常における事務処理が適正に実施されているか確

認すること｡

また､当番文書を労働基準部長に提出するJとともに､職員に当該文書を配布

することにより､業務ごとの担当者､けん制体制及び決裁の順序等を周知 ･徹

底すること｡

さらに労働基準部長は､半期ごとに労災補償課長､労災管理調整官､各業務

の統括者に対してのヒアリングを実施し､本来行われるべき事務処理について

事案の処理状況をも含めて適正に行われているか､また､必要な決裁が行われ

て いるかなど､事務処理の実態を把握し､必要に応じて改善措置を具体的に指

導すること｡

- 2 -



別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

福岡中央労働基準監督署

弔或20年1d月16日実施

局実施計画に基づく業務処理

署においては､福岡局が策定した ｢労災補償業務実施要領｣に基づき各種業
ド.

務を実施しなければなちないにもかかわらず､これに違背する以下のような事

案がみられた｡ ･

このため､署長は､･局が策定した事務処理要領等について､･その内容を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に夷施すること｡

1 事案検討会め開催

複雑困難事案と定義付けられている石綿関連疾患事案及び振動障害事案につ

いては､受付後､速やかに署長､労災担当次長､労災主義課長及び調査担当者

による計画検討会を開催し､調査計画書を作成しなければならないにもかかわ

らず､計画検討会を開催していないもの｡

2. 処理経過簿の記載 ■～

処理経過簿は､事案検討会及び調査計画の策定時における計画検討会の協議

･検討事項の概要を記載しなければならないにもかかわらず､これを記載して

いないもの｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

福岡東労働基準監督署

弔或20年10月15日実施

局実施計画に基づく業務処理

署においては､福岡局が策定した｢労災補償業務実施要領｣に基づき各種業務

･を実施 しなければならない､にもかかわらず､これに違背する以下のような事案

がみ られた｡

羊のため､署長は､局が策定した事務処理要領等について､その内容を十分

理解するとともに定められた事務処理を確実に実施すること｡

1 署長の指示 ｡指導 ノ

署長は､.複雑困難事案以外ゐ要調査事案に関し､受付後 2か月を経過 した後､

直近で開催 された事案検討会において､今後､調査 しなければならない事項が

多岐にわたるなどの事案として､複雑困難事案笹準じて調査計画書の作成を指

示 しなければならないにもかかわらず､調査計画書を作成 していないもの｡

2 処理経過簿の記載

(1) 処理経過簿は､事案検討会及び調査計画の策定時に串ける計画検討会の協

議 ･検討事項の概要を記載 しなければならないにもかかわらず､これを記載

していないもの｡

(2) 処理経過簿は､局からの指示事項 (地方監察及び業務指導時の指示事項を

含む｡).についても記載 しなければならないにもかかわらず､これを記載.し

ていないもの｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

福岡東労働基準監督署

勇武20年10月15日実施

現金領収証書

書損 した現金嶺収証書については､書損の表示 と1ともに右側余白に書損年月

日､書損理由及び書損後の経過を記入しなければならないにもかかわらず､書

損年月 日を記入 していないものがみられたので､手 引に基づく適正な処理を行

うこと｡ ,
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･事 務 連 絡

平成20年 12月4日

厚 生 労働 省 労働 基 準 局

労 災補 償 部 労災 管 理 喪

主任 中央労災補償監察官

熊 本 労 働 局 長 殿

中央労災補償業務監察及び中央労働保険

適用徴収業務監 察 の実施結果 につ いて

中央労災補償業務監察及び中央労働保険適用徴収業務監察については､

平成20年10月21日か ら24日に実施､し､監察終了後 口頭 により講評 を行 った

ところであるが､是正改善を要す る事項について別紙 により改めて通知す

るので､是正指示事項に対す る■措置状況を監督署分 も含 めて別添様式によ

り平成21年1月27日(火)までに報告 されたい｡

なお､労働基準監督署分にらいては貴職か ら当該署長に手交 されたい｡



式様添別

補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指■示 事 .項 是 正 改 善 状 況 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況にづいては､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時琴)を
具体的に記載すること｡ また､単純な事顔処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働局

是 正 指 示 事.項 是 .正 改 善 状 況 備 考

注 1. 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること｡

2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載するこ･と｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､真正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて提出すること｡
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別 添 様 式

中央労災補償業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是 正 指 示 事 項 是 正 改 善 状 況 備 考

【措置準】【措置予定】 ◆ ヽ

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に別葉にて記載すること0

2 是正改善状況については､ 【措置済】と_【措置 予定】に分け､~改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を
具体的に記載すること｡また､単純な事務処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載すること｡

3 備考欄には､記載内容の餅明資料 となる文書 ･資料名等を記載し､併せて提出すること.
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別 添 様 式

中央労働保険適用徴収業務監察 是正改善状況報告
○○労働基準監督署

是L正 指 示 事 項 是 正 改 善 状 ..況~ 備 考

注 1 局労災 ･局徴収 ･署労災 ･署徴収の順に即葉にて記載すること0
2 是正改善状況については､ 【措置済】と 【措置予定】に分け､改善の内容及びその実施時期 (未実施である場合にはその予定時期)を

具体的に記載す ること｡また､単純な事琴処理誤 りであるものについては､是正確認の状況を記載す ること｡
3 備考欄には､記載内､容の説明資料 となる文書 ･資料名等を記載 し､併せて･提出す ること.
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中央労災補償業務監察結果

別 紙

熊 本 労 働 局

弔或20年10_月23日実施

【是正指示事項】

iヽ

1 管内行政課題の把握及び業務実施計画の策定状況

(1) 局実施計画の策定状況

局実施計画 (貴局における 噛 災補償業務実施要領｣)においては､その

中に①調査計画書の作成手順､②薯長による具体的な進行管理の手法､③局

による指示 ･支援体制､④局署間の情報伝達 ･連携方法等が明記されていな

ければならないにもかかわらず､これらの事項の記述不足の状況がみ られた｡辛

このため､局実施計画について､直ちに､組織的に検討の上､上記事項を

明記するとともに∴その内容を関係職員に周知徹底すること｡ /

(2) 署業務計画の策定状況

署業務計画 (貴局管内各監督署における ｢年間業務計画｣)については､

前年度末までに策定しなければならないにもかかわもず､新年度に入ってか

ら策定 している疾況がみられた｡
ヽ

このため､署業務計画の廉定が前年度末までに完了するよう検討体制を整

備すること. 屯

2 労災保険給付等の迅速 ･適正処理状況

(1)署への指示 ･指導

上記 1で指摘したとお り､一局実施計画が整備されていないこ''と等を要因と

して迅速 ･適正処理に関して以下のような状況がみられたので､｣司実施計画

の見直 しと併せて局による指導を徹底すること｡

了 .調査計画の変更

当初策定した調査計画の完了予定年月 日を超えて調査を継続するこせ と

なった場合等において､当然､調査計画の見直しをすべきにもかかわらず､

変更 した調査計画書を作成 していないもの｡

イ 処理経過簿の記載

事案処理に関して､署長が指示 ｡指導を行った事項及び事案検討会での

決定事項については､保険給付の決定に重要な事項であるから､そゐ内容

を処理経過簿に記載すべきにもかかわらず､記載 していないもの0
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(2) 年金業務関係

年金給付に係る事務処理において､支 給決定時及び決議書入力時には関係

資料との照合1確認を行わなければならないにもかかわらず､.これを行って

いなし､､ことを原因とする基本権取消事案がみられた｡

このため､'年金給付に係る事務処理について基本的な事務処理の徹底を指

導すること｡

(3) 特定データ用カー ドの管理

ocRの特定データ用カー ドにづいては､連用管理責任者(署長)の管理及

び保管の下､必要な業務処理の都度使用目的を確認T.して使用させなければな
)

らないにもかかわらず､端末操作時以外においても常時ocRに差したまま

となっている又は対象業務を確認せず使用ざせていた状況がみられた｡

このため､通達に基づいた適正な管理の下でカー ドを使用するよう署を指

導すること｡ ､ ゝ

3 地方労災補償監察官制度の運用状況

(1) 監察計画の策定状況

監察計画は､総務部長や労働基準部長も参画した組織的検討の下に策定す

べきにもかかわらず､両部長が参画していない状況がみられた｡

とりため､両部長も参画して検討する体制を整備すること｡

(冒) 監察実施後の措塵

監察終了の都度行われるべき監察結果の口頭報告が総務部長､徴収室長に

対してなされていない状況がみられたので､総務部長､･徴収室長に対して口

頭報告を実施すること｡

(?) 監察結果報告書の活用状況

中央及び地方監察結果報告書は､署長に対して内容を説明すべきにもかか

おちず､配布にとどまっている状況がみられた'o

このため､両報告書の内容が署長に十分理解されるよう､会議等の場で説

明すること｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

熊 本 労 働 ･局

預或20年10月24日実施

1 .労働保険の未手続∵掃対策の実施状況

豆)･職権成立の対象

局が戸別訪問指導による手続指轟を行っても加入しない事業に対しては､

職権成立の対象事業として絞 り込みを行 うべきところ､絞 り込みが不十分な

状況がみられた｡

この長め､積極的に職権成立の対象事業の絞 り込みを行った上で､事前調

査後の手続指導によっても自主的な成立手続を行わない事業については.､鹿

集 した情報に基づき職権成立手続を行 うこと｡

(2) 碍動報告書

｢労働保険適用指導貞庁外活動報告書｣ は､労働保険適用指導員執務準則

に基づき､遅滞なく局長に報告しなければならないにもかかわらず､報告し

ていない状況がみられた｡～

このため､遅滞なく局長に報告を行 う体制を整備すること｡

2 徴収業務に係る事務処理状況

(1) 局における問題

現金領収等に関して以下のような状況がみられたので､それぞれ手引に基

づく適正な処理を行 うこと｡. ′

テ 現金領収証書

(ア) 現金領収証書の原符に主任収入官吏が検糾しなければならないにもかa
かわらず､検印していないもの｡

.I('j)し現金領収証書の備考欄に証券に係る記号番号等を記載 しなければなら

ないにもかかわらず､記載 していないもの｡

(ウ) 書損 した現金領収証書を羊示 ､ては､書損の表示とともに右側余一白に●書

損年月 日､書損垣由及び書損後の経過を記入しなければならないにもか

かわ らず､書損年月 日を記入していないもめ.～

イ スタンプ領収

スタンプ領収による取扱いは､年度更新時期における納期限1週蘭程度
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及び納期慣後における集合徴収日であって相当程度の領収が見込まれる時

に限り渓施できることとなっているにもかかわらず､年度の初めから納期

限後も含め33日間にわたって実施していたもの｡

(2) 署における問題

署における事務処理において､以下のような状況がみられたので､局によ

る指導を徹底するごと｡

ア 現金領収証書の表紙

物品管理官やゝら現金領収証書等の交付を受けた時は､.表紙の余白に､交

､ 付年月 日､課室署名及び官職氏名を記入しなければならないにもかかわら

ず､記入が漏れていlたもの｡

イ 納付受託証券整理簿
再委託した受託証券が完結した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄

へ ｢完結十 ゐ表示をするとともに主任収入官吏の確認印を押印しなければ

ならないにもかかわらず､主任収入官吏の確認印を押印していないもの｡

-4-



別 紙

【是正指示事項】

中央労災補償業務監察結果

【ヽ
熊本労働基準監督署

羽或20年10月22日実施

特定データ用カ｣ ドの管理

OCRの特定データ用カー ドについては､運用管理責任者(署長)の管理及び

保管の下､必要な業務処理の都度使用目的を確認 して使用させなければならな

いにもかかわらず､端末操作時以外においても常時ocRk差したままとなっ

ている状況がみられた｡

このため､着長は､通達に基づいた適正な管理の下でや- ドを使用させるこ

と｡
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別 紙

【是正指示事項】

中央労働保険適用徴収業務監察結果

熊本労働基準監督署

弔或20年10月22日実施

現金領収証書の表紙L･

物品管理官から現金領収証書等の交付を受けた時は､表紙の余白に､交付年
t､

月 日､課室署名及び官職氏名を記入 しなければならないにもかかわらず､.記入

漏れがみ られたので､手引に基づく適正な事務処理を行 うこと.
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玉名労働基準監督署

羽或20年10月21日実施

中央労災補償業務監察結果

別 紙

【是正指示事項】

特定データ用カー下の管理

ocRの特定データ用カー ドについては､運用管理責任者 (署長)の管理及び

保管の下､必要な業務処理の都度使用目的を確認 して使用 させなければならな

いにもかかわらず､使用目的の確認を行わず使用させていた状況がみられたQ

このため､署長を耳､通達に基づいた適正な管理の下でカー ドを使用させるこ

と｡
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別 紙

【是正指示事項】

J>

中央労働保険適用徴収業務監察結果.

玉名労働基準監督署

20年10月21日実施

1 現金領収証書の表紙

･物品管理官から現金嶺収証書等の交付を受けた時は､̀表紙の余白に､一交付年

月 日､課室署名及び官職氏名を記入 しなければならないにもかかわらず､･記入

漏れがみられたので､手引に基づく適正な事務処理を行 うこと｡

2 納付受託証券整理簿

再委託 した受託証券が.完結 した場合には､納付受託証券整理簿の備考欄-

｢完結｣ ゐ表記をす早とともに主任収入官吏の確認印を押印しなければならな＼
いにも･かかわらず､主任収入官費の確認印を押印していない状況がみられたの

で､手引に基づく適正な事務処理を行 うこと｡
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